
館長が除籍候補の検討指示

除籍候補基準に基づき除籍候補の資料選定を総務学芸課長及び館内
学芸員全員、並びに必要に応じて招致した人員による検討会で行う

館内学芸員は外部アドバイザーから意見を聴取し、除籍候補から除外する資料、活用候補資
料、譲渡候補資料及び廃棄候補資料に分類、またその妥当性を検討（※）

館長が除籍候補資料を決定

除籍候補資料の妥当性を運営協議会で協議

譲渡・廃棄資料は、資料目録・資料情報・理由等をホームページ等で一般公開

譲渡候補資料

県内市町村等と意見交換、情報共有を行い、希望を募る

譲渡先見つからず 廃棄候補資料

譲渡先候補決定

除籍候補資料から除外

除籍候補資料から除外

除籍した資料の報告書を作成・保管、デジタルデータによる保存

別紙 除籍までのフロー

※譲渡対象でも譲渡先が見つからなければ、廃棄対象となることを考慮のうえ検討する
★なお、一連の手続きにおいて、主管課及び文化財関係所管課に適宜確認及び報告するものとする

資料目録を主管課及び文化財関係所管課に報告

除籍

結果を運営協議会に報告

譲渡決定の優先順位に基づいて探索・検討する

館長が除籍資料を決定

除籍した資料を運営協議会に報告。除籍資料の資料目録、資料情報、除
籍理由、運営協議会の意見をホームページ等で一般公開

活用候補資料

廃棄候補資料


